
■C04　社会保障

A）社会保険 【参考】キャリアコンサルティング関連情報集

① 雇用保険法 いわゆる失業での保険だが、趣旨は以下の2つ

1． 生活、及び雇用の安定、就職促進、のために（a）失業等給付　と（b）育児休業給付　を支給

2. 失業予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、労働者の能力開発と向上、その他労働者の福祉増進を図るため

二事業を実施。　（a）雇用安定事業　と（b）能力開発事業

・ 原則として、労働者を一人でも雇用する事業は雇用保険の対象

・ ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満や昼間学生等、いくつかの条件にあてはまる労働者は、被保険者の対象外

・ 雇用保険の基本手当の受給資格は、原則として、離職前２年間に被保険者期間が12か月以上必要

・ 倒産や解雇などやむを得ない理由により離職した場合は、離職の日以前１年間に一般被保険者期間が「６か月」以上

あれば、基本手当の受給資格を得られる

・ 基本手当の受給期間は原則として離職の日の翌日から１年間であるが、病気やけが、

妊娠などで働くことができない人は、最長４年間まで延長される場合がある

・ 給付には以下の4種類がある

1． 求職者給付 いわゆる失業補償

2. 就職促進給付 再就職するのに援助、促進を目的に、いくつかの手当がある

3. 教育訓練給付 キャリコン講座での給付金はこれ

4. 雇用継続給付 高齢者雇用継続給付、介護休業給付　がある

・ 最近の改正～雇用保険マルチジョブホルダー制度

・ 複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者向け

② 労働者災害補償保険法 事業者はほとんど強制加入 業務災害、通勤災害

・ 保険料は、全額事業主が負担する

・ アルバイト、パートタイマーも対象

・ 精神障害の労災認定要件 1) 精神障害を発病していること

（and条件） 2) 発病前おおむね６か月の間に業務による強い心理的負荷が認められること

3) 業務以外の心理的負荷や個体的要因により発病したと認められないこと

・ 業務上かどうかの判断は、労働基準監督署が行う

・ 給付の内容

1) 療養補償給付 原則、医療の現物給付

2) 休業補償給付 第4日めから基礎日額の6割支給

3) 傷病補償年金 療養の開始後1年6ヶ月経過した日において治っておらず、傷害等級1～3級に該当の場合

4) 傷害補償給付 傷病治癒後、身体に残った障がいにより支給。1～7級は年金、8～14は一時金

5) 介護補償給付 業務災害で要介護状態になった被災労働者への給付。月単位。

6) 遺族補償給付 死亡の場合、年金または一時金

7) 葬祭料 死亡の場合、一定額を支給

8) 通勤災害 状況に応じて、各種の給付がある

9) 二次健康診断等給付 健康診断で異常と判断された場合

③ 公的年金制度

・ 日本の年金制度は、国民年金と厚生年金等の2階建て

・ 国民年金法

・ 分類

・ 1号被保険者 2号、3号以外。自営業もこれになる

・ 2号被保険者 厚生年金加入の65歳未満（サラリーマン）

・ 3号被保険者 2号の配偶者で、扶養認定を受けている人

・ 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の者は国民年金に加入することになっている

・ 障害基礎年金は、障害等級が１級又は２級の状態にある者に支給

・ 厚生年金保険法

・ 労働者の老齢に加え、障害、死亡についての給付を行う

・ 産前産後休業期間中は、健康保険・厚生年金保険料等が免除される

・ 被保険者には、当然被保険者、任意単独被保険者、高齢任意加入被保険者の３種類がある

④ 私的年金制度

・ 公的年金を上乗せ給付を保障する制度

・ 企業、個人が制度を選択できる

・ 確定給付型（給付額があらかじめ決まっている）と確定拠出型（運用収益次第）の2種類



⑤ 公的医療保険制度

・ 体系

1. 一般被用者保険 会社員等

2. 共済組合 公務員、教職員等

3. 船員保険 船員

4. 国民健康保険 自営業等、上記以外の一般住民

5. 後期高齢者医療制度 75歳以上（障害がある場合は65～74歳も対象）

・ 健康保険法

・ 内臓脂肪型肥満の防止に着目した特定健康診査および特定保健指導の実施が義務づけられているのは40歳以上

・ 保険料は、被保険者と事業主が折半して負担するが、40歳以上65歳未満の被保険者の保険料には、

介護保険料額も含まれている

・ 国民健康保険法

・ 高齢者医療確保法

・ 厚生年金保険法

B）福祉・介護関係

① 介護保険制度

・ 介護保険法

・ 第1号保険者 65歳以上

原因を問わず要介護認定、または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができる

・ 第2号保険者 40～64歳の医療保険加入者

加齢に起因する疾病が原因で要介護・要支援認定を受けたときに、同サービスを受けることができる

② 生活困窮者自立支援法

・ 2015年施行、生活保護受給者以外の生活困窮者への支援目的

・ 生活保護を受給していないが、生活保護に至る可能性ある者で、自立が見込まれる者が主な対象

・ 自立相談支援、就労準備支援、住居確保給付金、子どもの学習・生活支援、等

・ 地域の福祉事務所が実施主体

③ 障害者支援

・ 障害者総合支援法

障害者の日常生活、社会生活の支援が目的。自立支援給付と地域生活支援事業で構成。

・ 障害者職業センター 就職を目指す障がい者やその雇用を考えている事業主に対して、職業相談／職業評価、

ジョブコーチの派遣、休職中の障がい者を対象にした職場復帰支援、職業準備支援、

セミナーや研修会の開催などを行っている

④ 生活保護制度 生活保護法に基づき、以下8つの扶助内容がある

生活を営む上で生じる費用 扶助の種類 支給内容

食費、被服費、光熱費等 生活扶助 基準設定での費用。母子加算等あり

家賃 住宅扶助 範囲内で実費支給

義務教育の学用品費 教育扶助 基準額を支給

医療サービス費 医療扶助 直接医療機関に支払

介護サービス費 介護扶助 直接介護事業者へ支払

出産費用 出産扶助 範囲内で実費支給

就労に必要な技能等の費用 生業扶助 範囲内で実費支給

葬祭費用 葬祭扶助 範囲内で実費支給

C）支援　その他メモ

・ 地域包括支援センター ・ すべての市町村に設置されており、令和4年4月末時点で全国に5000か所以上設置されている。 

・ 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、

地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的としている。

・ 設置の責任主体は厚生労働省ではなく、市町村

・ 業務としては、介護予防ケアマネジメント、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的マネジメントの4つの業務

・ 利用条件は、対象地域に住んでいる65歳以上の高齢者、またはその支援のための活動に関わっている者

・ ブリーフセラピー 問題の原因を個人病理に求めるのではなく、コミュニケーション（相互作用）の変化を促して

問題を解決・解消していこうとする心理療法

「ブリーフ」とは効果的・効率的という意味。

 相談者本人の持っているリソース（資源）を見つけながら問題解決を目指す方法


